
 

別添資料一覧 
 

 

別添資料 No. 資料項目 備考 

１ 監督対象子会社の名称  

２ 
監督対象子会社に委託した業務の内容及び当該業務

ごとの委託額 

 

３ 
監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場

合はその旨 

 

４ 
監督対象子会社の総株主又は総社員の議決権に占め

る自己及び子会社の有する議決権の割合 

 

５ 

自己の役職員であって監督対象子会社の役員を兼ね

ている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対

象子会社における役職 

 

６ 
禁止行為について監督対象子会社に対して行った監

督の方法及び実施状況（各社ごと） 

 

７ 施行規則第２２条の７第１号に定める設備部門  

８ 
接続関連情報の適正な取扱い等に関する規程 経営上の秘密の観

点から非公表 

９－１ 
他の電気通信事業者との手続の実施の経緯・接続の条

件の概要 

 

９－２ 
当社設備部門以外の部門からの手続の実施の経緯・接

続の条件の概要 

 

１０ 
施行規則第２２条の７第１４号の規定により行った

監視の結果 

 

１１ 
接続関連情報の取扱いについて監督対象子会社に対

して行った監督の方法及び実施状況（各社ごと） 

 

 

  

 



別添資料１ 

1 
 

監督対象子会社の名称 

1 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 

2 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 

3 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 

4 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道 

5 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 

6 株式会社ＮＴＴ東日本サービス 

7 ＮＴＴタウンページ株式会社 

8 テルウェル東日本株式会社 

9 株式会社ＮＴＴネクシア 

10 株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション 

11 ＮＴＴ印刷株式会社 

12 日本テレマティーク株式会社 

13 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 

14 ネクストモード株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





別添資料２ 

2 
 

６．株式会社ＮＴＴ東日本サービス 

委託した業務の内容 委託額 

１１６受付、加入権業務 等 

 

７．ＮＴＴタウンページ株式会社 

委託した業務の内容 委託額 

電話帳発行、タウンページ情報販売 等 

 

８．テルウェル東日本株式会社 

委託した業務の内容 委託額 

電報受付・配達、公衆電話キャビネット等の設置・保

守業務 等 

 

９．株式会社ＮＴＴネクシア 

委託した業務の内容 委託額 

注文受付業務、番号案内 等 

 

１０．株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション 

委託した業務の内容 委託額 

テレホンカード販売 等 

 

１１．ＮＴＴ印刷株式会社 

委託した業務の内容 委託額 

請求書等印刷 等 

 

１２．日本テレマティーク株式会社 

委託した業務の内容 委託額 

システム保守・運用業務 等 

 

１３．エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社  

委託した業務の内容 委託額 

無線サービスの運用、保守業務 等 

 

１４．ネクストモード株式会社 

委託した業務の内容 委託額 

クラウドサービスの構築業務 等 



別添資料３ 

1 
 

監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨 

会社名 再委託 

1 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 あり 

2 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 あり 

3 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 あり 

4 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道 あり 

5 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー あり 

6 株式会社ＮＴＴ東日本サービス あり 

7 ＮＴＴタウンページ株式会社 あり 

8 テルウェル東日本株式会社 あり 

9 株式会社ＮＴＴネクシア あり 

10 株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション なし 

11 ＮＴＴ印刷株式会社 あり 

12 日本テレマティーク株式会社 あり 

13 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォー

ム株式会社 

あり 

14 ネクストモード株式会社 あり 

   

 

 



別添資料４ 

1 
 

監督対象子会社の総株主又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有す

る議決権の割合 

会社名 自己及び子会社 
議決権の

割合 

1 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 東日本電信電話株式会社 100% 

2 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 東日本電信電話株式会社 100% 

3 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 東日本電信電話株式会社 100% 

4 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道 東日本電信電話株式会社 100% 

5 株式会社エヌ・ティ・ティエムイ

ー 

東日本電信電話株式会社 100% 

6 株式会社ＮＴＴ東日本サービス 東日本電信電話株式会社 100% 

7 ＮＴＴタウンページ株式会社 東日本電信電話株式会社 100% 

8 テルウェル東日本株式会社 東日本電信電話株式会社 91.67% 

9 株式会社ＮＴＴネクシア 東日本電信電話株式会社 85.84% 

10 株式会社エヌ・ティ・ティ・カー

ドソリューション 

東日本電信電話株式会社 82.68% 

11 ＮＴＴ印刷株式会社 ＮＴＴタウンページ株式

会社 

60.73% 

12 日本テレマティーク株式会社 東日本電信電話株式会社 51.00% 

13 エヌ・ティ・ティ・ブロードバン

ドプラットフォーム株式会社 

東日本電信電話株式会社 51.00% 

14 ネクストモード株式会社 東日本電信電話株式会社 51.00% 

 







別添資料５ 

3 
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◎納期に着目した手続に係る接続の条件の概要 

 ・他社から２０１１年１１月３０日以降に申込まれ、２０２０年４月１日から

２０２１年３月３１日までの期間に完了した手続についての、接続約款又

は接続に関する協定に規定する納期 

・接続約款に記載のとおり、申込を大量に受け付けている場合等の特別の事情

があるときは、規定する期間を超える場合があります。 

対象手続 条件規定条文 

ア
ク
セ
ス
ラ
イ
ン 

端末回線伝送機能 第２

欄又は第６欄イ 

（加入ダークファイバ（シ

ェアドアクセス方式）） 

ア 第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

イ 第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から提供可能日（申込から１ヶ月以内） 

※既設設備を用いて開通が可能な場合 

端末回線伝送機能 第６

欄ア 

（加入ダークファイバ（シ

ングルスター方式）） 

ア 第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

※屋内配線の調査に時間を要しない場合 

イ 第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から提供可能日（申込から１ヶ月以内） 

※屋内配線の提供に時間を要しない及び既設設備を用

いて開通が可能な場合 

コ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一般光信号中継伝送機能 

（中継ダークファイバ） 

 

ア 第３４条の２ 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

イ 第３４条の２ 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・回答日から提供可能日（回答から１ヶ月半以内） 

端末系交換機能（優先接続

機能及び一般番号ポータ

ビリティ実現機能を除

く）・加入者交換機接続用

伝送装置利用機能・市内伝

送機能・中継交換機能・中

継伝送機能 

（ＧＣ／ＩＣ接続用伝送

路） 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約締結から

1年以内） 

特 別 光

信 号 中

継 伝 送

機能 

波長分割多重

回線 

ア 第３４条の７ 

（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から６週間以内） 

分波光変換装

置 

（ＷＤＭパッ

ケージ） 

イ 第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約 

締結から 1年以内） 
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光信号局内伝送路 

（局内ダークファイバ） 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・局内ダークファイバにより接続を希望する区間の両端の設

備が確定した日から接続の準備を整える日（両端の設備が確

定した日から１ヶ月半以内） 

事
前
手
続 

第１１条（事前調査の申込

み）及び第１３条（事前調

査の回答）に規定する手続 

第１３条 

（事前調査の回答） 

・申込日から回答日 

（１．当社の指定電気通信設備の設置又は改修の必要がない

場合は、申込から１ヶ月以内） 

（２．当社の指定電気通信設備の設置又は改修の必要である

と判断した場合は、４ヶ月以内） 

第２３条（接続用設備の設

置又は改修の申込み）に規

定する手続 

（ＧＣ／ＩＣ接続用伝送

路及びＷＤＭパッケージ

を除く） 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約締結から

1年以内） 

第３０条（接続用ソフトウ

ェアの開発の申込み）に規

定する手続 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・開発に着手した日から工事完了日（開発に着手した日から

１年以内） 

コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

第１０条の３（相互接続点

の調査及び設置申込み）及

び第１０条の４（相互接続

点の設置）に規定する手続 

第１０条の３ 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 

・相互接続点調査申込が到達した日から回答日までの期間 

（１．周辺設備等の設置又は改修が必要でない場合は、申込

から２週間以内） 

（２．相互接続点が当社の通信用建物内であって、周辺設備

等の設置又は改修が必要な場合は申込から１ヶ月以内） 

管
路
・
と
う
道 

第１０条の３（相互接続点

の調査及び設置申込み）及

び第１０条の４（相互接続

点の設置）に規定する手続 

第１０条の３ 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 

・相互接続点調査申込が到達した日から回答日までの期間

（申込から１ヶ月半以内） 

電
柱
添
架 

第１０条の１３（電柱添架

の申込み）に規定する手続 

第１０条の１３ 

（電柱添架の申込み） 

・申込みの到達した日から回答日までの期間（申込から１ヶ

月以内） 
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情
報
開
示 

個
別
開
示
（
有
償
） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１号に規定

する手続 

（接続に必要な接続申込

者の伝送装置又はケーブ

ルその他の装置等を設置

することが可能な場所の

位置及び寸法） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第２号に規定

する手続 

（電力設備、空気調整設

備、二重床その他接続に必

要な装置等の設置に付随

して利用する周辺設備に

係る情報） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第３号に規定

する手続 

（ＭＤＦの位置、ＭＤＦの

全端子数及び未利用端子

数並びに光主配線盤の位

置、光主配線盤の全端子数

及び未利用端子数） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第４号に規定

する手続 

（当社の通信用建物内に

相互接続点を設置するこ

との可否） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日 

（１．周辺設備等の設置又は改修が必要でない場合は、申込

から２週間以内） 

（２．相互接続点が当社の通信用建物内であって、周辺設備

等の設置又は改修が必要な場合は、申込から１ヶ月以内） 

（３．上記１．２以外の場合は、申込から１ヶ月半以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第５号に規定

する手続 

（光回線設備の全芯線数

及び未利用芯線数） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第６号に規定

する手続 

（光信号端末回線を敷設

するために用いる伝送路

設備の終端する箇所の位

置） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 



 10 

第１０条の２（事前照

会）第２項第７号に規定

する手続 

（光ファイバ化された電

話番号のうちメタル回線

への変更の可否） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第８号に規定

する手続 

（光信号端末回線の提供

可能時期及び伝送損失） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第９号に規定

する手続 

（一般光信号中継回線の

提供可能時期） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１０号に規

定する手続 

（特別光信号中継回線の

提供可能時期） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から６週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１１号に規

定する手続 

（その他様式に記載する

必要がある事項に係る情

報） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第３４条の１０（光信号端

末回線のテープ分散に係

る確認調査及び接続の申

込み）に規定する手続 

第３４条の１０ 

（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の

申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第９９条の３（ＤＳＬ回線

等に係る情報の提供）第１

項に規定する手続（ＤＳＬ

回線ごとの線路条件等に

関する調査） 

第９９条の３ 

（ＤＳＬ回線等に係る情報の提供） 

・申込日から回答日（申込から３営業日以内） 

第９９条の６（光回線設備

等に係る情報の提供）第１

項に規定する手続（光回線

設備の伝送損失及び経過

年数調査） 

第９９条の６ 

（光回線設備等に係る情報の提供） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 
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◎納期に着目した条件の概要 

・当社設備部門以外の部門から２０１１年１１月３０日以降に申込まれ、２０２

０年４月１日から２０２１年３月３１日までの期間に完了した手続について

の、接続約款または接続に関する協定に規定するものに準ずる納期 

・接続約款に記載のとおり、申込を大量に受け付けている場合等の特別の事情が

あるときは、規定する期間を超える場合があります。 

 

対象手続 準ずる接続約款の条件 

ア
ク
セ
ス
ラ
イ
ン 

フレッツ光ネクスト（フ

ァミリー・ハイスピード

タイプ）（ファミリータイ

プ） 

（端末回線伝送機能 第

２欄又は第６欄イ） 

ア 第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

イ 

 

 

 

 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から提供可能日（申込から１ヶ月以内） 

※既設設備を用いて開通が可能な場合 

フレッツ光ネクスト（ビ

ジネスタイプ） 

（端末回線伝送機能 第

６欄ア） 

ア 

 

 

 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

※屋内配線の調査に時間を要しない場合 

イ 

 

 

 

 

 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から提供可能日（申込から１ヶ月以内） 

※屋内配線の提供に時間を要しない及び既設設備を用

いて開通が可能な場合 

フレッツ光ネクスト（マ

ンションタイプ） 

（端末回線伝送機能 第

６欄ア） 

ア 

 

 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

イ 

 

 

 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・申込日から提供可能日（申込から１ヶ月以内） 

コ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

一般光信号中継伝送機能 

（中継ダークファイバ） 

ア 

 

 

第３４条の２ 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

イ 

 

 

 

第３４条の２ 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・回答日から提供可能日（回答から１ヶ月半以内） 

端末系交換機能（優先接

続機能及び一般番号ポー

タビリティ実現機能を除

く）・加入者交換機接続用

伝送装置利用機能・市内

伝送機能・中継交換機能・

中継伝送機能 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約締結から

1年以内） 
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（ＧＣ／ＩＣ接続用伝送

路） 

特別光

信号中

継伝送

機能 

波長分割多重回

線 

ア 第３４条の７ 

（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

・申込日から回答日（申込から６週間以内） 

分波光変換装置 

（ＷＤＭパッケ

ージ） 

イ 

 

 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約締結

から 1年以内） 

光信号局内伝送路 

（局内ダークファイバ） 

第３４条の４ 

（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み） 

・局内ダークファイバにより接続を希望する区間の両端の

設備が確定した日から接続の準備を整える日（両端の設備が

確定した日から１ヶ月半以内） 

事
前
手
続 

第１１条（事前調査の申

込み）及び第１３条（事前

調査の回答）に規定する

手続 

第１３条 

（事前調査の回答） 

・申込日から回答日 

（１．当社の指定電気通信設備の設置又は改修の必要がない

場合は、申込から１ヶ月以内） 

（２．当社の指定電気通信設備の設置又は改修の必要である

と判断した場合は、４ヶ月以内） 

第２３条（接続用設備の

設置又は改修の申込み）

に規定する手続 

（ＧＣ／ＩＣ接続用伝送

路及びＷＤＭパッケージ

を除く） 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・個別建設契約締結から工事完了日（個別建設契約締結から

1年以内） 

第３０条（接続用ソフト

ウェアの開発の申込み）

に規定する手続 

第３８条 

（標準的接続期間） 

・開発に着手した日から工事完了日（開発に着手した日から

１年以内） 

コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

第１０条の３（相互接続

点の調査及び設置申込

み）及び第１０条の４（相

互接続点の設置）に規定

する手続 

第１０条の３ 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 

・相互接続点調査申込が到達した日から回答日までの期間 

（１．周辺設備等の設置又は改修が必要でない場合は、申込

から２週間） 

（２．相互接続点が当社の通信用建物内であって、周辺設備

等の設置又は改修が必要な場合は申込から１ヶ月） 

管
路
・
と
う
道 

第１０条の３（相互接続

点の調査及び設置申込

み）及び第１０条の４（相

互接続点の設置）に規定

する手続 

第１０条の３ 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 

・相互接続点調査申込が到達した日から回答日までの期間

（申込から１ヶ月半以内） 
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電
柱
添
架 

第１０条の１３（電柱添

架の申込み）に規定する

手続 

第１０条の１３ 

（電柱添架の申込み） 

・申込みの到達した日から回答日までの期間（申込から１ヶ

月以内） 

情
報
開
示 

個
別
開
示
（
有
償
） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１号に規定

する手続 

（接続に必要な接続申込

者の伝送装置又はケーブ

ルその他の装置等を設置

することが可能な場所の

位置及び寸法） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第２号に規定

する手続 

（電力設備、空気調整設

備、二重床その他接続に

必要な装置等の設置に付

随して利用する周辺設備

に係る情報） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第３号に規定

する手続 

（ＭＤＦの位置、ＭＤＦ

の全端子数及び未利用端

子数並びに光主配線盤の

位置、光主配線盤の全端

子数及び未利用端子数） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第４号に規定

する手続 

（当社の通信用建物内に

相互接続点を設置するこ

との可否） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・ 申込日から回答日 

（１．周辺設備等の設置又は改修が必要でない場合は、申込

から２週間以内） 

（２．相互接続点が当社の通信用建物内であって、周辺設備

等の設置又は改修が必要な場合は、申込から１ヶ月以内） 

（３．上記１．２以外の場合は、申込から１ヶ月半以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第５号に規定

する手続 

（光回線設備の全芯線数

及び未利用芯線数） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第６号に規定

する手続 

（光信号端末回線を敷設

するために用いる伝送路

設備の終端する箇所の位

置） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 
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第１０条の２（事前照

会）第２項第７号に規定

する手続 

（光ファイバ化された電

話番号のうちメタル回線

への変更の可否） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第８号に規定

する手続 

（光信号端末回線の提供

可能時期及び伝送損失） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第９号に規定

する手続 

（一般光信号中継回線の

提供可能時期） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１０号に規

定する手続 

（特別光信号中継回線の

提供可能時期） 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から６週間以内） 

第１０条の２（事前照

会）第２項第１１号に規

定する手続 

（その他様式に記載する

必要がある事項に係る情

報） 

 

第１０条の２ 

（事前照会） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 

第３４条の１０（光信号

端末回線のテープ分散に

係る確認調査及び接続の

申込み）に規定する手続 

第３４条の１０ 

（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の

申込み） 

・申込日から回答日（申込から３週間以内） 

第９９条の３（ＤＳＬ回

線等に係る情報の提供）

第１項に規定する手続

（ＤＳＬ回線ごとの線路

条件等に関する調査） 

第９９条の３ 

（ＤＳＬ回線等に係る情報の提供） 

・申込日から回答日（申込から３営業日以内） 

第９９条の６（光回線設

備等に係る情報の提供）

第１項に規定する手続

（光回線設備の伝送損失

及び経過年数調査） 

第９９条の６ 

（光回線設備等に係る情報の提供） 

・申込日から回答日（申込から２週間以内） 
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ついて、①（申込日～回答日）は０日、③（申込日

～工事完了日）は２７日となっている。 

 

・他社手続と当社手続について、③（申込日～工事

完了日）は他社又は当社設備部門以外の部門のお客

様対応の日数が含まれているため、①（申込日～回

答日）で当社設備部門の検証を実施した結果、接続

約款の規定によるものであること及び準ずるもので

あることを確認した。 

端末回線伝送機能

（１０項協定によ

るもの） 

（電話（ドライカッ

パ）） 

加入電話・ＩＮＳネッ

ト６４ 

・他社手続は、申込から工事完了までの平均日数に

ついて、①（申込日～回答日）は１日、③（申込日

～工事完了日）は１７日となっている。 

 

・当社手続は、申込から工事完了までの平均日数に

ついて、①（申込日～回答日）は０日、③（申込日

～工事完了日）は１８日となっている。 

 

・他社手続と当社手続について、③（申込日～工事

完了日）は他社又は当社設備部門以外の部門のお客

様対応の日数が含まれているため、①（申込日～回

答日）で当社設備部門の検証を実施した結果、接続

約款の規定によるものであること及び準ずるもので

あることを確認した。 

端末回線伝送機能 

第３欄 

（接続専用線） 

一般専用サービス、高

速ディジタル伝送サ

ービス、ＡＴＭ専用サ

ービス 

・他社手続は、申込から工事完了までの平均日数に

ついて、①（申込日～回答日）は 日、③（申込日

～工事完了日）は 日となっている。 

 

・当社手続は、申込から工事完了までの平均日数に

ついて、①（申込日～回答日）は 日、③（申込日

～工事完了日）は 日となっている。 

 

・他社手続と当社手続について、③（申込日～工事

完了日）は他社又は当社設備部門以外の部門のお客

様対応の日数が含まれているため、①（申込日～回

答日）で当社設備部門の検証を実施した結果、接続

約款の規定によるものであること及び準ずるもので

あることを確認した。 
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第２３条（接続用設

備の設置又は改修

の申込み）に規定す

る手続 

（ＧＣ／ＩＣ接続

用伝送路及びＷＤ

Ｍパッケージを除

く） 

第２３条（接続用設備

の設置又は改修の申

込み）に規定する手続 

（ＧＣ／ＩＣ接続用

伝送路及びＷＤＭパ

ッケージを除く） 

・他社手続は、申込から工事完了までの平均日数に

ついて、③（申込日～工事完了日）は 日とな

っている。 

 また、他社手続の納期遵守率について、個別建設

契約締結日～工事完了日は１００％となっている。 

 手続の実施の経緯及び接続の条件ともに、接続約

款の規定どおり実施されていることを確認した。 

 

・当社手続は、  

 

・他社手続について、接続約款の規定によるもので

あることを確認した。 

第３０条（接続用ソ

フトウェアの開発

の申込み）に規定す

る手続 

第３０条（接続用ソフ

トウェアの開発の申

込み）に規定する手続 

・他社手続は、  

 

・当社手続は、開発着手から開発完了までの平均日

数について、③（開発着手日～開発完了日）は

日となっている。 

 また、当社手続の納期遵守率は、③（開発着手日

～開発完了日）は０％となっている。 

 

・当社手続について、接続約款の規定によるもので

あることを確認した。 





















 19

個
別
開
示
（
有
償
） 

第９９条の１３（申

込者情報確認結果

の即時通知）に規定

する手続 

第９９条の１３（申込

者情報確認結果の即

時通知）に規定する手

続 

・他社手続は、申込から回答までの平均日数につい

て、①（申込日～回答日）は 日となっている。 

 

・当社手続は、

 

・他社手続について、接続約款の規定によるもので

あることを確認した。 

 


















